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国　税／�5月分源泉所得税の納付� 6月10日
国　税／�所得税の予定納税額の通知� 6月16日
国　税／�4月決算法人の確定申告

　　　　　　（法人税・消費税等）� 6月30日
国　税／�10月決算法人の中間申告� 6月30日
国　税／�7月、10月、1月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 6月30日
地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の納付

（第1期分）� 市町村の条例で定める日
労　務／�健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払

届� 支払後5日以内
労　務／�児童手当現況届（市町村役場に提出）

� 6月30日

6 2014（平成26年）

使途秘匿金課税の適用期限の撤廃　使途秘匿金とは、法人が支出した交際費や機密費
等で、費途が明らかでないもの。違法な支出につながりやすいことなどから、支出抑制
のため追加課税する特例が時限措置として平成６年に設けられ、適用期限が来るたびに
延長されていましたが、平成26年度税制改正で適用期限が撤廃（恒久化）されました。
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６月号─2

　

政
府
管
掌
の
労
災
保
険
は
強
制
保

険
で
、
原
則
と
し
て
労
働
者
を
一
人

で
も
雇
用
す
れ
ば
、
保
険
加
入
の
手

続
き
（
保
険
関
係
成
立
の
届
出
）
を

行
っ
た
上
で
保
険
料
の
納
付
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

政
府
は
事
業
主
が
労
災
保
険
の
加

入
手
続
き
を
行
わ
な
い
期
間
中
等
に

労
災
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
被
災

労
働
者
に
は
通
常
ど
お
り
保
険
給
付

を
行
い
、
事
業
主
か
ら
そ
の
費
用
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と

で
労
災
保
険
の
適
用
促
進
を
図
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
費
用
徴
収
制
度
で

す
。

労
働
保
険
の
加
入
手
続
き

　
労
働
保
険
の
加
入
手
続
き
を

教
え
て
下
さ
い
。

　

労
働
保
険
の
適
用
事
業
と
な

っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
十

日
以
内
に
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に

「
保
険
関
係
成
立
届
」（
概
算
保
険
料

申
告
書
は
五
十
日
以
内
に
所
轄
労
働

基
準
監
督
署
、
所
轄
の
都
道
府
県
労

働
局
等
に
届
け
出
ま
す
）
を
、
雇
用

保
険
の
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
と
き

は
、「
雇
用
保
険
適
用
事
業
所
設
置

届
」
を
設
置
日
か
ら
十
日
以
内
に
所

轄
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出
し
ま
す
。

労
働
保
険
料
の
申
告
・
納
付

手
続
き
（
年
度
更
新
）

　
年
度
更
新
に
つ
い
て
教
え
て

下
さ
い
。

　

労
働
保
険
の
保
険
料
は
、
毎

年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
一
年
間
（
保
険
年
度
）

を
単
位
と
し
て
、
す
べ
て
の
労
働
者

（
雇
用
保
険
に
つ
い
て
は
、
被
保
険

者
）に
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
総
額
に
、

そ
の
事
業
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
保
険

料
率
を
掛
け
て
算
定
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　

労
働
保
険
は
、
保
険
年
度
ご
と
に

概
算
で
保
険
料
を
納
付
し
、
保
険
年

度
末
に
賃
金
総
額
が
確
定
し
た
あ
と

に
、
精
算
す
る
と
い
う
前
払
い
方
式

を
と
っ
て
い
ま
す
。

　

手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
政
府
が
保

険
料
・
拠
出
金
の
額
を
決
定
し
、
さ

ら
に
追
徴
金
（
納
付
す
べ
き
保
険
料
・

拠
出
金
の
一
〇
％
）
が
課
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

指
導
を
受
け
な
が
ら
手
続
き

し
な
い
間
の
労
災
事
故

　
加
入
手
続
き
を
す
る
よ
う
監

督
署
か
ら
指
導
を
受
け
た
の
で

す
が
、
そ
の
手
続
き
を
す
る
前

に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、

ど
う
な
る
の
で
す
か
。

　

行
政
機
関
等
（
所
轄
都
道
府

県
労
働
局
、
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
、
所
轄
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
）
か
ら
労
災
保
険
の

保
険
関
係
成
立
届
の
提
出
（
期
限
は

保
険
関
係
成
立
日
の
翌
日
か
ら
十
日

以
内
）
の
他
所
定
の
手
続
き
を
取
る

よ
う
指
導
等
を
受
け
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
事
業
主
が
そ
の
届
出
を
し
て

い
な
い
間
に
労
災
事
故
が
発
生
し
た

場
合
は
、「
故
意
に
手
続
き
を
行
わ

な
い
も
の
」
と
認
定
さ
れ
、
そ
の
災

害
に
関
し
政
府
が
被
災
労
働
者
に
支

給
し
た
保
険
給
付
額
の
一
〇
〇
％
が

事
業
主
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。

届
出
を
し
な
い
間
の
労
災
事
故

　
事
業
開
始
か
ら
二
年
が
経
過

し
て
い
ま
す
が
、
労
災
保
険
に

は
未
加
入
で
す
。
先
日
労
働
者

が
仕
事
中
に
ケ
ガ
を
し
た
の
で

す
が
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ

れ
る
の
で
す
か
。

　

行
政
機
関
等
か
ら
加
入
手
続

き
に
つ
い
て
指
導
等
は
受
け
て

は
い
な
い
が
、
事
業
開
始
日
（
労
災

保
険
の
適
用
事
業
主
と
な
っ
た
と
き
）

か
ら
一
年
経
過
後
も
届
出
を
行
わ
な

い
期
間
中
に
労
災
事
故
が
発
生
し
た

場
合
に
は
、「
重
大
な
過
失
に
よ
り

手
続
き
を
行
わ
な
い
も
の
」
と
認
定

さ
れ
て
、
そ
の
災
害
に
関
し
労
働
者

に
支
給
し
た
保
険
給
付
額
の
四
〇
％

相
当
額
が
費
用
徴
収
さ
れ
ま
す
。

Q1

AQ2A

Q3A

A Q4

費
用
徴
収
制
度

－

労
災
保
険

－
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こ
の
他
、
保
険
関
係
成
立
届
を
提

出
し
た
日
か
ら
二
年
前
ま
で
遡
り
労

災
保
険
料
が
徴
収
さ
れ
ま
す
。

概
算
保
険
料
滞
納
中
の

労
災
事
故

　
概
算
保
険
料
未
納
中
に
、
労

働
者
が
労
災
事
故
に
遭
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
労
災

保
険
か
ら
給
付
は
行
わ
れ
な
い

の
で
す
か
。

　

事
業
主
が
、
概
算
保
険
料
の

う
ち
労
災
保
険
の
一
般
保
険
料

を
督
促
状
に
指
定
さ
れ
た
期
限
を
過

ぎ
て
も
納
付
し
な
い
間
に
労
災
事
故

が
発
生
し
た
場
合
、
被
災
労
働
者
に

は
通
常
の
保
険
給
付
が
行
わ
れ
ま
す

が
、
事
業
主
は
督
促
状
に
指
定
さ
れ

た
期
限
か
ら
概
算
保
険
料
完
納
日
の

前
日
ま
で
に
支
給
事
由
が
発
生
し
た

も
の
に
つ
い
て
、
給
付
額
に
滞
納
率

（
最
高
四
〇
％
）
を
掛
け
た
額
を
支
払

い
の
都
度
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
療
養
開
始
日
の
翌

日
か
ら
三
年
以
内
に
発
生
し
た
も
の

に
限
ら
れ
ま
す
（
下
記
も
同
じ
）。

　

概
算
保
険
料
総
額
が
四
〇
万
円（
労

災
保
険
ま
た
は
雇
用
保
険
の
み
加
入

し
て
い
る
場
合
は
二
〇
万
円
）
以
上

あ
る
場
合
等
に
は
、
保
険
料
を
毎
年

四
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で

の
分
を
七
月
十
日
、
八
月
一
日
か
ら

十
一
月
三
十
日
ま
で
の
分
を
十
月
三

十
一
日
、
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
分
を
一
月
三
十

一
日
の
三
回
に
分
け
て
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
延
納
と
い

い
、
延
納
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

事
故
発
生
日
の
属
す
る
期
に
つ
い
て

保
険
料
が
完
納
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ

の
前
期
に
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
て

も
費
用
徴
収
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

故
意
に
発
生
さ
せ
た

業
務
災
害

　
事
業
主
が
故
意
に
仕
事
中
に

災
害
事
故
を
発
生
さ
せ
た
と
き

に
は
、
保
険
給
付
は
行
わ
れ
る

の
で
す
か
。

　

事
業
主
が
故
意
ま
た
は
重
大

な
過
失
に
よ
り
発
生
さ
せ
た
仕

事
中
の
災
害
（
通
勤
途
中
の
災
害
を

除
く
）
に
つ
い
て
も
前
掲
と
同
様
被

災
し
た
労
働
者
に
対
し
て
保
険
給
付

は
行
わ
れ
ま
す
が
、
事
業
主
に
は
そ

の
支
払
い
の
都
度
、
給
付
額
に
三
〇

％
を
掛
け
た
額
の
徴
収
が
行
わ
れ
ま

す
。

療
養
給
付
を
受
け
る
労
働
者

　
通
勤
途
中
に
被
災
し
た
労
働

者
の
治
療
費
の
徴
収
は
、
ど
の

よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
る
の
で

す
か
。

　

政
府
は
療
養
給
付
を
受
け
る

労
働
者
か
ら
一
部
負
担
金
と
し

て
二
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
費

用
徴
収
し
ま
す
が
、
実
際
に
は
、
労

働
者
に
支
払
う
べ
き
休
業
給
付
か
ら

そ
の
相
当
額
を
控
除
す
る
こ
と
に
よ

り
行
い
、
金
銭
の
徴
収
は
行
わ
れ
ま

せ
ん
。

　

な
お
、
次
の
労
働
者
か
ら
は
費
用

徴
収
は
し
ま
せ
ん
。

①　

第
三
者
行
為
に
よ
り
生
じ
た
事

故
で
療
養
給
付
を
受
け
る
労
働
者

②　

療
養
開
始
後
三
日
以
内
に
死
亡

し
た
労
働
者
そ
の
他
休
業
給
付
を

受
け
な
い
労
働
者　

等

治
療
等
の
保
険
給
付

　
労
災
事
故
の
治
療
を
病
院
で

受
け
た
場
合
の
費
用
も
徴
収
対

象
と
な
る
の
で
す
か
。

　

費
用
徴
収
の
対
象
と
な
る
保

険
給
付
は
、
療
養
（
補
償
）
給

付
及
び
介
護
（
補
償
）
給
付
を
除
く

保
険
給
付
（
休
業
（
補
償
）
給
付
、

障
害
（
補
償
）
給
付
、遺
族
（
補
償
）

給
付
、
傷
病
（
補
償
）
年
金
、
葬
祭

料
、
葬
祭
給
付
）
で
す
。

　

な
お
、
事
業
主
か
ら
の
費
用
徴
収

の
限
度
額
は
、
労
働
基
準
法
の
定
め

に
よ
る
災
害
補
償
の
価
格
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
通
勤
途
中
の
災
害
は
、
労

働
基
準
法
上
の
災
害
補
償
責
任
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
保
険
給
付
は
仕
事
中

の
災
害
に
準
じ
て
い
る
た
め
、
費
用

徴
収
の
限
度
額
も
災
害
補
償
の
価
格

を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

特
別
支
給
金

　
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
の
一

環
と
し
て
行
わ
れ
る
特
別
支
給

金
は
、
費
用
徴
収
の
対
象
に
な

る
の
で
す
か
。

　

費
用
徴
収
は
あ
く
ま
で
被
災

し
た
労
働
者
に
支
給
し
た
保
険

給
付
に
限
ら
れ
ま
す
の
で
、
労
災
保

険
独
自
の
給
付
で
あ
る
特
別
支
給
金

（
休
業
（
補
償
）
給
付
、
障
害
特
別

支
給
金
、
障
害
特
別
年
金
、
障
害
特

別
一
時
金
、
遺
族
特
別
支
給
金
、
遺

族
特
別
年
金
、
遺
族
特
別
一
時
金
、

傷
病
特
別
支
給
金
、
傷
病
特
別
年

金
）
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

A Q5

Q6A

Q7AA Q8

A Q9



６月号─4

　入社月に離職した場合の社会保険料は、
月末であるか否かにより大きく異なります。
１　健康保険の場合
　健康保険の場合は、前月以前から被保険
者であった人が月の途中で離職する場合
は、その月の保険料は給与から天引きされ
ませんが、月末離職の場合は資格喪失日は
翌日となるため、その月分の保険料も徴収
されます。
　同一月内で入・離職をする場合は、離職
日に関係なく１カ月分の保険料が徴収され
ます。
　月の途中で離職した人が国民健康保険に
加入する場合は、さらにその月分の国民健
康保険料を支払わなければならず、結果的
に、同じ月に、健康保険と国民健康保険の
両方から保険料が徴収されることとなりま
す。

２　年金保険の場合
　年金制度の被保険者期間は月を単位に計
算され、被保険者の資格取得月から資格喪
失月の前月まで算入されます。
　就職した月の末日に離職した場合は、被
保険者期間が１カ月未満であっても１カ月
分の厚生年金保険料が天引きされます。一
方、月末以外に離職した場合は厚生年金保
険と国民年金両方の保険料が徴収されます。
　このように重複して支払った保険料は、
国民年金の加入期間が40年未満の場合は
国民年金の被保険者期間に算入、40年以
上の場合は65歳から支給される「経過的
加算」に加算される形で、将来受け取る老
齢年金に反映されます。
　なお、厚生年金保険の適用事業所を辞め、
引き続き厚生年金保険の適用事業所に入社
した場合は、直前まで勤務していた会社に
申し出て、天引きされた厚生年金保険料を
返してもらうことができます。返還請求手
続きは、本人ではなく、その会社が管轄年
金事務所に行います。

　国民健康保険（国保）の保険料は、①医
療分（74歳以下の医療費に充てる分）、②
支援金分（後期高齢者医療制度加入者の医
療費に充てる分）と③介護分（40歳から64
歳のうち、介護保険の第２号被保険者が負
担する分）で構成されています。このうち
②と③の賦課限度額が平成26年４月から
２万円引き上げられ、②16万円、③14万
円となりました（①51万円は据置）。
　国保の賦課方式には、主に４方式（所得
割・資産割・被保険者均等割・世帯平等割）、
３方式（所得割・被保険者均等割・世帯平
等割）、２方式（所得割・被保険者均等割）
があり、方式の選択は市区町村が決めます。
たとえば３方式の場合は、まず①、②、③
に分け、それぞれ所得割額（国保加入者全
員の前年所得から算出）、均等割額（加入
者数１人あたりの額）及び平等割額（一世
帯あたりの額）を計算し、それを合計した
額になります。

　
老
齢
年
金
の
繰
下
げ
支
給
は
、
昭

和
十
七
年
四
月
二
日
以
後
生
ま
れ
の

受
給
権
者
が
、
六
十
六
歳
に
な
る
前

に
六
十
五
歳
か
ら
受
け
ら
れ
る
老
齢

年
金
を
請
求
し
て
い
な
か
っ
た
場

合
、
六
十
六
歳
か
ら
は
い
つ
で
も
そ

の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
制
度
で
す
。
こ
の
申
出
は
、
六
十

歳
か
ら
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金

を
受
け
て
い
た
人
も
で
き
ま
す
。

　
繰
下
げ
支
給
に
つ
い
て
は
、
年
金

の
支
給
は
申
出
を
し
た
月
の
翌
月
か

ら
に
な
り
ま
す
。
申
出
が
七
十
歳
を

過
ぎ
て
し
ま
う
と
そ
の
間
の
年
金
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、今
般
、

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
降
に

七
十
歳
に
な
る
昭
和
十
九
年
四
月
二

日
以
後
生
ま
れ
の
高
齢
者
か
ら
こ
の

制
度
が
見
直
さ
れ
、
七
十
歳
以
後
に

繰
下
げ
の
申
出
を
し
た
場
合
で
も
、

七
十
歳
到
達
月
に
申
出
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
し
、
そ
の
翌
月
分
か
ら
増

額
さ
れ
た
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

入・離職が同一月内の場合

国保の保険料限度額が引上げ
支
給
繰
下
げ
の
見
直
し


